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施
行
令

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
抄
）

（
昭
三
九
政
令
二
五
〇
・
改
称
）

 

公
布 

昭
和
三
十
七
年
九
月
八
日

 

　

 

政
令
第
三
百
五
十
二
号

 

施
行 

昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日

改
正 

目
次第

十
一
章　

共
済
会
（
第
六
十
九
条―

第
七
十
二
条
）

附
則

※ 

「
第
十
一
章　

共
済
会
」
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十

七
日
・
政
令
第
百
五
十
一
号
）
の
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
の
施

行
に
伴
い
削
除
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
参
考
と
し
て
掲
げ
た
も
の

で
す
。
同
政
令
に
お
い
て
「
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
」
と
さ
れ

る
第
七
十
一
条
の
二
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
及
び
附
則
第
三
十
九

条
に
つ
い
て
は
、
同
政
令
に
基
づ
き
読
み
替
え
た
も
の
を
掲
げ
た

も
の
で
す
。

※ 

削
除
さ
れ
た
条
文
に
は
、条
の
右
に
縦
線
を
引
い
て
い
ま
す
。「
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
」
条
文
に
は
、
条
に
＊
印
を
付
し
て
い
ま

す
。

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令

昭
和
三
七
年
一
一
月
三
〇
日　

政
令
第
四
三
六
号

昭
和
三
九
年　

七
月
一
六
日　

政
令
第
二
五
〇
号

昭
和
四
一
年　

九
月
二
九
日　

政
令
第
三
二
九
号

昭
和
四
三
年
一
二
月
二
七
日　

政
令
第
三
四
三
号

昭
和
四
五
年　

四
月　

一
日　

政
令
第　

四
八
号

昭
和
四
六
年　

九
月
二
七
日　

政
令
第
三
一
〇
号

昭
和
四
七
年　

四
月
二
八
日　

政
令
第
一
一
七
号

昭
和
四
七
年　

九
月
三
〇
日　

政
令
第
三
五
六
号

昭
和
四
八
年
一
〇
月　

一
日　

政
令
第
二
九
九
号

昭
和
四
九
年　

六
月
二
五
日　

政
令
第
二
二
三
号

昭
和
四
九
年　

八
月
三
一
日　

政
令
第
三
〇
三
号

昭
和
五
一
年　

九
月
三
〇
日　

政
令
第
二
六
〇
号

昭
和
五
四
年
一
二
月
二
八
日　

政
令
第
三
二
〇
号

昭
和
五
七
年　

一
月　

七
日　

政
令
第　
　

三
号

昭
和
五
七
年　

九
月
二
五
日　

政
令
第
二
六
六
号

昭
和
五
九
年　

三
月
一
七
日　

政
令
第　

三
五
号

昭
和
六
一
年　

三
月
二
八
日　

政
令
第　

五
七
号

昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
七
日　

政
令
第
三
五
六
号

平
成　

元
年
一
二
月
二
八
日　

政
令
第
三
五
四
号

平
成　

二
年
一
一
月
一
五
日　

政
令
第
三
三
一
号

平
成　

七
年　

三
月
三
一
日　

政
令
第
一
四
七
号

平
成　

九
年
一
二
月
一
〇
日　

政
令
第
三
五
五
号

平
成
一
二
年　

六
月　

七
日　

政
令
第
三
〇
四
号

平
成
一
四
年　

三
月
一
三
日　

政
令
第　

四
三
号

平
成
一
五
年　

一
月
二
九
日　

政
令
第　

一
七
号

平
成
一
八
年　

九
月
二
六
日　

政
令
第
三
一
四
号

平
成
一
八
年
一
二
月　

八
日　

政
令
第
三
七
五
号

平
成
二
〇
年　

八
月
二
〇
日　

政
令
第
二
五
四
号

平
成
二
三
年　

五
月
二
七
日　

政
令
第
一
五
一
号
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施
行
令

第
十
一
章　

共
済
会

（
昭
四
一
政
三
二
九
・
追
加
、
昭
五
七
政
三
・
旧
第
九
章
繰
下
、
平
二

三
政
一
五
一
・
削
除
）

（
重
複
期
間
の
取
扱
い
）

第
六
十
九
条　

法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
年
金
制
度
は
、
次
に
掲
げ
る
法
律
に
定
め
る
年
金
制
度
と

す
る
。

一　

厚
生
年
金
保
険
法

二　

国
の
新
法

三　

法
（
第
九
章
の
二
に
限
る
。）

四　

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

五　

旧
農
林
共
済
法
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
旧
農
林
共
済
法
を
い
う
。）

六　

旧
船
員
保
険
法

2　

法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期

間
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
法
律
に
定
め
る
年
金
制
度
の
適
用
を

受
け
る
期
間
の
う
ち
昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
以
後
の
期
間
と
す

る
。

３　

在
職
期
間
の
う
ち
重
複
期
間
（
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
重
複
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

で
な
い
期
間
が
三
十
年
以
上
で
あ
る
地
方
議
会
議
員
（
法
第
百
五

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
議
会
議
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
の
退
職
年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
十
一
条
の
二

第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

4　

在
職
期
間
（
三
十
年
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）
の
う
ち
重
複

期
間
で
な
い
期
間
が
三
十
年
を
下
回
る
地
方
議
会
議
員
の
退
職
年

金
の
額
に
つ
い
て
の
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
重
複
期
間
を
在
職
期
間
で
除
し
て
得

た
割
合
」
と
あ
る
の
は
、「
在
職
期
間
の
う
ち
重
複
期
間
で
な
い

期
間
を
三
十
年
か
ら
控
除
し
た
期
間
を
三
十
年
で
除
し
て
得
た
割

合
」
と
す
る
。

5　

法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

い
て
、
重
複
期
間
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

６　

在
職
期
間
の
う
ち
二
以
上
の
重
複
期
間
を
有
す
る
地
方
議
会
議

員
の
退
職
年
金
の
額
に
つ
い
て
の
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項

及
び
前
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

定
す
る
重
複
期
間
は
、
当
該
二
以
上
の
重
複
期
間
を
合
算
し
た
期

間
と
す
る
。

（
昭
四
九
政
三
〇
三
・
追
加
、
昭
五
一
政
二
六
〇
・
一
部
改
正
、
昭
五

七
政
三
・
一
部
改
正
・
旧
第
四
十
七
条
の
十
三
繰
下
、
昭
五
九
政
三
五
・

昭
六
一
政
五
七
・
平
九
政
三
五
五
・
平
一
四
政
四
三
・
平
一
八
政
三
七
五
・

一
部
改
正
、
平
二
三
政
一
五
一
・
削
除
）

（
高
額
所
得
に
よ
る
退
職
年
金
の
支
給
停
止
基
準
額
等
）

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
第
六
九
条
・
第
六
九
条
の
二
）
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施
行
令

第
六
十
九
条
の
二　

法
第
百
六
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
金
額
は
、
百
九
十
万
四
千
円
と
す
る
。

2　

法
第
百
六
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退

職
年
金
の
停
止
は
、
各
年
の
六
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
の
期
間
分

の
退
職
年
金
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
退
職
年
金
を
受
け
る
べ

き
事
由
が
生
じ
た
月
の
翌
月
か
ら
当
該
事
由
が
生
じ
た
月
の
属
す

る
年
の
翌
年
五
月
ま
で
の
期
間
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
昭
六
一
政
五
七
・
追
加
、
昭
六
二
政
三
五
六
・
平
二
政
三
三
一
・
平

七
政
一
四
七
・
平
一
五
政
一
七
・
平
一
八
政
三
七
五
・
一
部
改
正
、
平

二
三
政
一
五
一
・
削
除
）

〔
関
係
法
令
〕
国
会
議
員
互
助
年
金
法
一
五
の
二
（
高
額
所
得
に
よ
る
互
助

年
金
の
停
止
）

（
給
付
の
制
限
）

第
七
十
条　

地
方
議
会
議
員
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は

除
名
さ
れ
た
場
合
に
は
、
法
第
百
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
者
に
は
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
除
名
さ
れ

た
と
き
以
後
、
そ
の
地
方
議
会
議
員
で
あ
つ
た
在
職
期
間
に
係
る

共
済
給
付
金
の
額
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
し
な
い
。

一　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合　

百
分
の
二
十

二　

除
名
さ
れ
た
場
合　

当
該
除
名
に
係
る
地
方
議
会
議
員
の
任

期
中
の
月
数
が
当
該
共
済
給
付
金
の
基
礎
と
な
つ
た
在
職
期
間

の
月
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た

割
合

2　

退
職
年
金
、
公
務
傷
病
年
金
又
は
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
者
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
法
第
百

六
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
者
に

は
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
以
後
、
当
該
年
金
の
額
の
う
ち
、

そ
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
し
な
い
。

3　

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
給
付
の
制
限
に
同
時
に
該
当
す
る
と
き

は
、そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、

そ
の
う
ち
の
高
い
割
合
に
よ
る
給
付
の
制
限
を
定
め
て
い
る
規
定

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

4　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
そ
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受

け
た
者
が
、
そ
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
猶
予
の
期

間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
つ
た
と
し
た

な
ら
ば
支
給
を
受
け
る
べ
き
で
あ
つ
た
共
済
給
付
金
の
額
の
う

ち
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
な
か

つ
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
四
七
政
三
五
六
・
追
加
、
昭
四
九
政
二
二
三
・
旧
第
四
十
七
条
の

六
繰
下
、
昭
四
九
政
三
〇
三
・
旧
第
四
十
七
条
の
十
三
繰
下
、
昭
五
七

政
三
・
旧
第
四
十
七
条
の
十
四
繰
下
、
平
元
政
三
五
四
・
一
部
改
正
、

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
第
七
〇
条
）
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施
行
令

平
二
三
政
一
五
一
・
削
除
）

〔
関
係
条
文
〕 

旧
法
一
六
四
の
三
③
（
刑
の
執
行
期
間
中
の
支
給
停
止
）

〔
関
係
法
令
〕 

刑
法
一
三
〔
禁
錮
〕・
二
五
（
刑
の
執
行
猶
予
の
要
件
）・
二

七
（
刑
の
執
行
猶
予
の
効
力
）

（
収
支
均
衡
拠
出
金
）

第
七
十
一
条　

市
議
会
議
員
共
済
会
は
、
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
町
村
議
会
議
員

共
済
会
に
対
し
て
収
支
均
衡
拠
出
金
を
拠
出
す
る
。

　

一 　

当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
市
議
会
議
員
共
済
会
の
積

立
金
の
額
が
、
市
議
会
議
員
共
済
会
の
決
算
の
状
況
を
勘
案
し

そ
の
額
を
確
保
し
な
け
れ
ば
当
該
事
業
年
度
の
市
議
会
議
員
共

済
会
の
共
済
給
付
金
（
法
第
百
五
十
八
条
に
規
定
す
る
共
済
給

付
金
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
支
給
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
額
と
し
て
総
務
大
臣

が
定
め
る
額
（
次
条
及
び
第
七
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て

「
市
議
会
議
員
共
済
会
の
基
準
積
立
金
額
」
と
い
う
。）
を
上
回

る
場
合

　

二 　

当
該
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
イ
に
定
め
る
額

を
ロ
に
定
め
る
額
で
除
し
て
得
た
率
（
第
三
項
第
二
号
に
お
い

て
「
町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
収
支
比
率
」
と
い
う
。）
が
当

該
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
ハ
に
定
め
る
額
を
ニ
に
定
め
る
額

で
除
し
て
得
た
率
（
同
号
に
お
い
て
「
市
議
会
議
員
共
済
会
の

収
支
比
率
」
と
い
う
。）
を
上
回
る
場
合

　
　

イ 　

町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
共
済
給
付
金
に
係
る
支
出
と
し

て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
額
の
合
計
額

　
　

ロ 　

町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
共
済
給
付
金
に
係
る
収
入
と
し

て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
額
の
合
計
額

　
　

ハ 　

市
議
会
議
員
共
済
会
の
共
済
給
付
金
に
係
る
支
出
と
し
て

総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
額
の
合
計
額

　
　

ニ 　

市
議
会
議
員
共
済
会
の
共
済
給
付
金
に
係
る
収
入
と
し
て

総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
額
の
合
計
額

２　

前
項
の
収
支
均
衡
拠
出
金
の
額
は
、
第
一
号
に
定
め
る
率
と
第

二
号
に
定
め
る
率
と
が
等
し
く
な
る
場
合
に
お
け
る
第
一
号
の
一

定
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

　

一 　

当
該
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
前
項
第
二
号
ハ

に
定
め
る
額
に
一
定
額
を
加
算
し
て
得
た
額
を
当
該
前
々
事
業

年
度
に
お
け
る
同
号
ニ
に
定
め
る
額
で
除
し
て
得
た
率

　

二 　

当
該
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
前
項
第
二
号
イ

に
定
め
る
額
か
ら
前
号
の
一
定
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
当
該

前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
同
項
第
二
号
ロ
に
定
め
る
額
で
除
し

て
得
た
率

３　

町
村
議
会
議
員
共
済
会
は
、
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
市
議
会
議
員
共
済
会
に

対
し
て
収
支
均
衡
拠
出
金
を
拠
出
す
る
。

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
第
七
一
条
）
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一 　

当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
町
村
議
会
議
員
共
済
会
の

積
立
金
の
額
が
、
町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
決
算
の
状
況
を
勘

案
し
そ
の
額
を
確
保
し
な
け
れ
ば
当
該
事
業
年
度
の
町
村
議
会

議
員
共
済
会
の
共
済
給
付
金
の
支
給
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ

が
あ
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
（
次
条
及
び
第
七
十

一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
「
町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
基
準

積
立
金
額
」
と
い
う
。）
を
上
回
る
場
合

　

二 　

当
該
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
市
議
会
議
員
共

済
会
の
収
支
比
率
が
当
該
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
町
村
議
会

議
員
共
済
会
の
収
支
比
率
を
上
回
る
場
合

４　

前
項
の
収
支
均
衡
拠
出
金
の
額
は
、
第
一
号
に
定
め
る
率
と
第

二
号
に
定
め
る
率
と
が
等
し
く
な
る
場
合
に
お
け
る
第
一
号
の
一

定
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

　

一 　

当
該
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
第
二
項
第
二
号

イ
に
定
め
る
額
に
一
定
額
を
加
算
し
て
得
た
額
を
当
該
前
々
事

業
年
度
に
お
け
る
同
号
ロ
に
定
め
る
額
で
除
し
て
得
た
率

　

二 　

当
該
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
第
二
項
第
二
号

ハ
に
定
め
る
額
か
ら
前
号
の
一
定
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
当

該
前
々
事
業
年
度
に
お
け
る
同
項
第
二
号
ニ
に
定
め
る
額
で
除

し
て
得
た
率

５　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
収
支
均
衡
拠
出
金
の
拠
出
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
平
一
八
政
三
一
四
・
追
加
、
平
一
八
政
三
七
五
・
一
部
改
正
、
平
二

三
政
一
五
一
・
削
除
）

（
支
給
安
定
化
拠
出
金
）

第＊
七
十
一
条
の
二　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
二
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改

正
前
の
法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
市
議
会
議

員
存
続
共
済
会
（
以
下
「
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
」
と
い
う
。）

は
、
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
場
合
に
は
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
町
村
議
会
議
員
存
続
共

済
会
（
以
下
「
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
」
と
い
う
。）
に
対

し
て
支
給
安
定
化
拠
出
金
を
拠
出
す
る
。

　

一 　

当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会

の
積
立
金
の
額
が
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
決
算
の
状
況
を

勘
案
し
そ
の
額
を
確
保
し
な
け
れ
ば
当
該
事
業
年
度
の
市
議
会

議
員
存
続
共
済
会
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
旧
退
職
年
金
、
同
法
附

則
第
五
条
に
規
定
す
る
旧
退
職
一
時
金
、
同
法
附
則
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
代
替
退
職
一
時
金
、
同
法
附
則
第
八
条
に
規

定
す
る
旧
公
務
傷
病
年
金
、
同
法
附
則
第
九
条
に
規
定
す
る
旧

遺
族
年
金
及
び
同
法
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
旧
遺
族
一
時
金

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
第
七
一
条
の
二
）
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（
以
下
「
旧
共
済
給
付
金
」
と
い
う
。）
並
び
に
同
法
附
則
第
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
退
職
年
金
、
同
法
附
則
第
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
退
職
一
時
金
、
同
法
附
則
第
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
公
務
傷
病
年
金
、
同
法
附
則
第
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
遺
族
年
金
及
び
同
法
附
則
第
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
遺
族
一
時
金
（
以
下
「
特
例
共

済
給
付
金
」
と
い
う
。）
の
支
給
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
（
以
下
「
市
議
会
議
員

存
続
共
済
会
の
基
準
積
立
金
額
」
と
い
う
。）
を
上
回
る
場
合

　

二 　

当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済

会
の
積
立
金
の
額
が
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
決
算
の
状

況
を
勘
案
し
そ
の
額
を
確
保
し
な
け
れ
ば
当
該
事
業
年
度
の
町

村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
旧
共
済
給
付
金
及
び
特
例
共
済
給

付
金
の
支
給
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
額
と
し
て
総
務

大
臣
が
定
め
る
額
（
以
下
「
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
基

準
積
立
金
額
」
と
い
う
。）
を
下
回
る
場
合

２　

前
項
の
支
給
安
定
化
拠
出
金
の
額
は
、
町
村
議
会
議
員
存
続
共

済
会
の
基
準
積
立
金
額
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
町

村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
積
立
金
の
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当

す
る
額
と
す
る
。

３　

町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
は
、
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
市
議
会
議
員
存
続

共
済
会
に
対
し
て
支
給
安
定
化
拠
出
金
を
拠
出
す
る
。

　

一 　

当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済

会
の
積
立
金
の
額
が
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
基
準
積
立

金
額
を
上
回
る
場
合

　

二 　

当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会

の
積
立
金
の
額
が
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
基
準
積
立
金
額

を
下
回
る
場
合

４　

前
項
の
支
給
安
定
化
拠
出
金
の
額
は
、
市
議
会
議
員
存
続
共
済

会
の
基
準
積
立
金
額
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
市
議

会
議
員
存
続
共
済
会
の
積
立
金
の
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る

額
と
す
る
。

５　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
給
安
定
化
拠
出
金
の
拠
出

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
平
成
一
八
政
三
七
五
・
追
加
、
平
二
三
政
一
五
一
・
削
除
）

　
（
拠
出
金
を
拠
出
す
る
こ
と
に
よ
り
積
立
金
の
額
が
基
準
積
立
金

額
を
下
回
る
場
合
の
特
例
）

第＊
七
十
一
条
の
三　

市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
が
前
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
支
給
安
定
化
拠
出
金
を
拠
出
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
給
安
定
化
拠
出
金
を
拠
出
す
る

と
し
た
な
ら
ば
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
市
議
会
議
員
存

続
共
済
会
の
積
立
金
の
額
が
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
基
準
積

立
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
第
七
一
条
の
三
）
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わ
ら
ず
、
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い

て
、
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
基
準
積
立
金
額
か
ら
当
該
下
回

る
こ
と
と
な
る
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
積
立
金
の
額
を
控
除

し
て
得
た
額
を
当
該
支
給
安
定
化
拠
出
金
の
額
か
ら
控
除
し
て
得

た
額
を
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
に
対
し
て
拠
出
す
る
。

２　

町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
が
前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
支
給
安
定
化
拠
出
金
を
拠
出
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
支
給
安
定
化
拠
出
金
を
拠
出
す
る
と
し
た
な
ら

ば
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会

の
積
立
金
の
額
が
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
基
準
積
立
金
額

を
下
回
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
、
町

村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
基
準
積
立
金
額
か
ら
当
該
下
回
る
こ

と
と
な
る
町
村
議
会
議
員
存
続
共
済
会
の
積
立
金
の
額
を
控
除
し

て
得
た
額
を
当
該
支
給
安
定
化
拠
出
金
の
額
か
ら
控
除
し
て
得
た

額
を
市
議
会
議
員
存
続
共
済
会
に
対
し
て
拠
出
す
る
。

（
平
一
八
政
三
一
四
・
追
加
、
平
一
八
政
三
七
五
・
一
部
改
正
、
平
二

三
政
一
五
一
・
削
除
）

（
共
済
会
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
報
告
等
）

第＊
七
十
二
条　

地
方
公
共
団
体
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

地
方
議
会
議
員
の
数
を
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
存
続
共
済
会
「
以
下
「
存
続
共
済
会
」
と
い
う
。）
に
報
告

す
る
こ
と
。

二　

地
方
議
会
議
員
（
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
前
に
地
方
議
会

議
員
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
限
る
。）
の
就
職
、
退
職

及
び
死
亡
に
関
す
る
事
項
を
存
続
共
済
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

三　

地
方
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
総
額
に
関
す
る
事
項
を
存
続

共
済
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

四　

地
方
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
改
定
に
関
す
る
事
項
を
存
続

共
済
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

五　

地
方
議
会
議
員
（
地
方
議
会
議
員
で
あ
つ
た
者
を
含
み
、
平

成
二
十
三
年
六
月
一
日
前
に
地
方
議
会
議
員
で
あ
つ
た
期
間
を

有
す
る
者
に
限
る
。）
又
は
そ
の
遺
族
か
ら
給
付
に
関
す
る
請

求
書
そ
の
他
の
書
面
を
受
理
し
、
こ
れ
を
証
明
し
、
及
び
こ
れ

を
存
続
共
済
会
に
送
付
す
る
こ
と
。

六　

存
続
共
済
会
か
ら
給
付
金
そ
の
他
地
方
議
会
議
員
に
係
る
支

払
金
の
送
付
を
受
け
、
こ
れ
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
支

払
う
こ
と
。

七　

地
方
議
会
議
員
（
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
前
に
地
方
議
会

議
員
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
限
る
。）
の
履
歴
の
証
明

を
す
る
こ
と
。

（
昭
四
一
政
三
二
九
・
追
加
、
昭
四
七
政
三
五
六
・
旧
第
四
十
七
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
第
七
二
条
）
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施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
附
則
第
一
条
・
附
則
第
三
八
条
・
附
則
第
三
九
条
・
附
則
第
七
五
条
）

の
六
繰
下
、
昭
四
九
政
二
二
三
・
旧
第
四
十
七
条
の
七
繰
下
、
昭
四
九

政
三
〇
三
・
旧
第
四
十
七
条
の
十
四
繰
下
、
昭
五
七
政
三
・
旧
第
四
十

七
条
の
十
五
繰
下
、
平
一
二
政
三
〇
四
・
平
一
五
政
一
七
・
一
部
改
正
、

平
一
八
政
三
一
四
・
旧
第
七
十
一
条
繰
下
、
平
二
〇
政
二
五
四
・
一
部

改
正
、
平
二
三
政
一
五
一
・
削
除
）

〔
関
係
条
文
〕
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
一
七
〇
の
二
（
監

督
）、
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
施
行
規
則
一
六
の
三
（
地

方
公
共
団
体
の
報
告
等
）

附　

則　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
の
施
行
の
日

（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
二
条
か
ら
附
則
第
十
四

条
ま
で
及
び
附
則
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
互
助
会
の
未
納
掛
金
に
係
る
利
息
の
計
算
）

第
三
十
八
条　

法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
息
の
額

は
、
同
項
に
規
定
す
る
未
納
金
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
き
年
十

四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
、
当
該
未
納
と
な
つ
た
互
助
会
の

掛
金
の
納
期
の
翌
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
み
が
あ
つ

た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
て
計
算
し
た
金
額
（
一

円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

と
す
る
。

（
昭
四
五
政
四
八
・
一
部
改
正
、
昭
六
一
政
五
七
・
旧
第
三
十
九
条
繰
上
、

平
二
三
政
一
五
一
・
削
除
）

〔
関
係
条
文
〕
旧
施
行
令
附
七
五
（
未
納
掛
金
の
払
込
み
を
し
な
い
者
の
取

扱
い
）

〔
関
係
法
令
〕
昭
和
四
五
年
政
令
四
八
・
二
一
（
利
率
等
の
表
示
の
年
利
建

て
移
行
に
関
す
る
法
律
第
二
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
延
滞
金
等
の

指
定
等
）

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
に
伴
う
共
済
会
の
権
利
義
務
の
承
継
）

第＊
三
十
九
条　

市
町
村
の
廃
置
分
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
処
分
に

よ
り
町
村
が
市
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
町
村
議
会
議
員
存

続
共
済
会
の
権
利
義
務
の
う
ち
当
該
市
と
な
つ
た
町
村
の
議
会
の

議
員
に
係
る
も
の
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市

議
会
議
員
存
続
共
済
会
が
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
昭
四
六
政
三
一
〇
・
追
加
、
昭
五
四
政
三
二
〇
・
旧
第
三
十
九
条
の

二
繰
下
、
昭
六
一
政
五
七
・
旧
第
三
十
九
条
の
三
繰
上
、
平
一
二
政
三

〇
四
・
一
部
改
正
、
平
二
三
政
一
五
一
・
削
除
）

〔
関
係
条
文
〕
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
施
行
規
則
一
七
（
市

町
村
の
廃
置
分
合
等
に
伴
う
共
済
会
の
権
利
義
務
の
承
継
）

（
互
助
会
の
会
員
で
あ
つ
た
者
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
七
十
五
条　

施
行
法
第
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
互
助
会
の
会

員
で
あ
つ
た
期
間
に
は
、
法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
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施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
附
則
第
七
五
条
の
二
）

よ
り
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
を
払
い
込
ま
な
か
つ
た

者
の
当
該
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
の
算
定
の
基
礎
と

な
つ
た
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

2　

施
行
法
第
百
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
議
員
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
鹿
児
島
県
大

島
郡
十
島
村
に
関
す
る
地
方
自
治
法
の
適
用
及
び
こ
れ
に
伴
う
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
十
三
号
）
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
る
鹿
児
島
県
大
島
郡

十
島
村
と
な
つ
た
従
前
の
村
の
議
会
の
議
員
及
び
奄
美
群
島
の
復

帰
に
伴
う
法
令
の
適
用
の
暫
定
措
置
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
と
な
つ

た
従
前
の
市
町
村
の
議
会
の
議
員
と
す
る
。

３　

都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
、
市
議
会
議
員
共
済
会
又
は
町
村

議
会
議
員
共
済
会
の
会
員
で
あ
つ
た
期
間
（
施
行
法
第
百
一
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
共
済
会
の
会
員
で
あ
る
期

間
と
み
な
さ
れ
る
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
七
月
一
日
以
降
の
期
間

に
限
る
。）
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
共
済
会
等
の
会
員
で
あ

つ
た
期
間
」
と
い
う
。）
が
三
十
年
以
上
で
あ
る
地
方
議
会
議
員

に
係
る
年
金
で
あ
る
共
済
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
施
行
法
第
百
二

条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

４　

昭
和
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
昭
和
三
十
六
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
地
方
議
会
議
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
有
す

る
共
済
会
の
会
員
（
在
職
期
間
が
三
十
年
を
超
え
る
者
に
限
る
。）

で
共
済
会
等
の
会
員
で
あ
つ
た
期
間
が
三
十
年
を
下
回
る
も
の
に

係
る
年
金
で
あ
る
共
済
給
付
金
に
つ
い
て
の
施
行
法
第
百
二
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
在
職
期
間
」
と
あ
る

の
は「
在
職
期
間
の
う
ち
当
該
共
済
会
の
会
員
で
あ
つ
た
期
間（
前

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
共
済
会
の
会
員
で
あ

る
期
間
と
み
な
さ
れ
る
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
七
月
一
日
以
降
の

期
間
に
限
る
。）
を
含
む
。）
を
三
十
年
か
ら
控
除
し
た
期
間
」
と
、

「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
」
と
す
る
。

（
昭
三
七
政
四
三
六
・
追
加
、
昭
四
三
政
三
四
三
・
昭
四
八
政
二
九
九
・

一
部
改
正
、
昭
六
一
政
五
七
・
一
部
改
正
・
旧
第
七
十
五
条
の
二
繰
上
、

平
二
三
政
一
五
一
・
削
除
）

（
沖
縄
の
立
法
院
議
員
で
あ
つ
た
者
等
の
取
扱
い
）

第
七
十
五
条
の
二　

施
行
法
第
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
期
間
は
、
沖
縄
の
共
済
法
の
特
殊
組
合
員
と
し
て
の
期
間

の
う
ち
施
行
法
第
七
十
九
条
第
一
号
の
期
間
以
外
の
期
間
と
す

る
。

2　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
の
共
済
法
の
規
定
に
よ
る

長
期
給
付
の
基
礎
と
な
つ
た
期
間
は
、
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済

会
の
会
員
で
あ
つ
た
期
間
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

3　

施
行
法
第
百
二
条
の
規
定
は
、
施
行
法
第
百
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
市
議
会
議
員
共
済
会
又
は
町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
会
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施
行
令

員
で
あ
つ
た
期
間
と
み
な
さ
れ
る
期
間
で
昭
和
四
十
五
年
七
月
一

日
前
の
も
の
を
有
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共

済
会
の
会
員
又
は
そ
の
遺
族
に
年
金
で
あ
る
法
第
百
五
十
八
条
に

規
定
す
る
共
済
給
付
金
を
支
給
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

4　

施
行
法
第
百
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
理
由

は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一　

死
亡

二　

市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
処
分

三　

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
理
由

5　

施
行
法
第
百
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
共
済
給
付
金

の
額
は
、
当
該
退
職
当
時
の
標
準
報
酬
月
額
と
し
て
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
、
沖
縄
の
共

済
法
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

（
昭
四
七
政
一
一
七
・
追
加
、
昭
四
九
政
三
〇
三
・
一
部
改
正
、
昭
五

七
政
三
・
旧
第
七
十
五
条
の
二
繰
下
、
昭
六
一
政
五
七
・
旧
第
七
十
五

条
の
三
繰
上
、
平
一
二
政
三
〇
四
・
一
部
改
正
、
平
二
三
政
一
五
一
・

削
除
）

〔
関
係
条
文
〕 

旧
施
行
規
則
五
の
一
四
（
総
務
省
令
で
定
め
る
理
由
）・
五

の
一
五
（
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
）

〔
運
用
方
針
〕 

施
行
法
一
〇
四
条
関
係
（
第
四
項
・
施
行
令
附
則
第
七
五
条

の
二
第
四
項
及
び
施
行
規
則
第
五
条
の
一
四
）

附　

則　
（
昭
和
三
七
年
一
一
月
三
〇
日
政
令
第
四
三
六
号
）　

抄

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
改
正
附
則
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
三
九
年
七
月
一
六
日
政
令
第
二
五
〇
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
四
一
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三
二
九
号
）　

抄

（
昭
五
七
政
二
六
六
・
改
正
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
た
だ
し
書
略
）

附　

則　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
三
四
三
号
）　

抄

（
昭
五
七
政
二
六
六
・
改
正
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。（
た
だ
し
書
略
）

附　

則　
（
昭
和
四
五
年
四
月
一
日
政
令
第
四
八
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
四
六
年
九
月
二
七
日
政
令
第
三
一
〇
号
）　

抄

（
昭
五
七
政
二
六
六
・
改
正
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、昭
和
四
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
た
だ
し
書
略
）

附　

則　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一
一
七
号
）
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施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
改
正
附
則
）

こ
の
政
令
は
、沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年

五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
四
七
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
三
五
六
号
）　

抄

（
昭
五
七
政
二
六
六
・
改
正
）

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
一
日
政
令
第
二
九
九
号
）　

抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。（
た
だ
し
書

略
）

附　

則　
（
昭
和
四
九
年
六
年
二
五
日
政
令
第
二
二
三
号
）

　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
四
九
年
八
月
三
一
日
政
令
第
三
〇
三
号
）　

抄

（
昭
五
七
政
二
六
六
・
改
正
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
た
だ
し
書
略
）

附　

則　
（
昭
和
五
一
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
二
六
〇
号
）　

抄

1　

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
三
二
〇
号
）　

抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、昭
和
五
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
た
だ
し
書
略
）

附　

則　
（
昭
和
五
七
年
一
月
七
日
政
令
第
三
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
五
日
政
令
第
二
六
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
七
日
政
令
第
三
五
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係

る
共
済
組
合
制
度
の
統
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
六
一
年
三
月
二
八
日
政
令
第
五
七
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
七
日
政
令
第
三
五
六
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）
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施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
改
正
附
則
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、昭
和
六
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
平
成
元
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
三
五
四
号
）　

抄

（
平
成
二
〇
政
二
五
四
・
改
正
）

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。（
た
だ
し
書
略
）

（
地
方
議
会
議
員
共
済
会
の
年
金
の
額
の
改
定
）

第
五
条　

地
方
議
会
議
員
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
五

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
議
会
議
員
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
っ
た
者
に
係
る
法
第
十
一
章
の
規
定

に
よ
る
退
職
年
金
、
公
務
傷
病
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
う
ち
昭
和

六
十
三
年
五
月
三
十
一
日
以
前
の
退
職
（
在
職
中
死
亡
の
場
合
の

死
亡
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
年
金
に

つ
い
て
は
、
平
成
元
年
四
月
分
以
後
、
そ
の
額
を
、
そ
の
者
が
引

き
続
き
昭
和
六
十
三
年
六
月
一
日
ま
で
当
該
退
職
に
係
る
地
方
公

共
団
体
（
当
該
地
方
公
共
団
体
が
廃
置
分
合
に
よ
り
消
滅
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た

地
方
公
共
団
体
）
に
地
方
議
会
議
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
と
し

た
な
ら
ば
同
年
六
月
分
と
し
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
六
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
地
方
議
会
議
員
の
報
酬
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
報
酬
額
」
と
い
う
。）
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
（
同
日
に

お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
方
議
会
議
員
共
済
会
の
定
款
で
定
め
る
標
準
報
酬
月
額
を
い

い
、
当
該
標
準
報
酬
月
額
が
、
そ
の
者
の
当
該
退
職
に
係
る
地
方

公
共
団
体
の
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
に
お
け
る
報
酬
額
（
当

該
地
方
公
共
団
体
が
同
日
後
に
廃
置
分
合
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ

れ
た
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
公
共

団
体
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
日
以
後
最
初
に
定
め
ら
れ
た
当
該
地

方
公
共
団
体
の
報
酬
額
と
し
、
そ
の
額
が
昭
和
三
十
七
年
十
二
月

一
日
に
お
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
地
域
の
属
し
て
い
た
関
係

地
方
公
共
団
体
の
報
酬
額
の
う
ち
最
も
多
い
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
最
も
多
い
額
と
す
る
。）
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
（
そ

の
額
が
、同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
、

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
市
議
会
議
員
共
済
会
又
は
同
項
第
三
号

に
規
定
す
る
町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
区
分
ご
と
に
八
万
円
、
三

万
円
又
は
二
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
万
円
、
三

万
円
又
は
二
万
円
と
し
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給

付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
法
」
と
い
う
。）
第
百
四
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
同
日
に

お
け
る
報
酬
額
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
と
し
て
自
治
省
令
で
定
め

る
額
と
す
る
。）
に
四
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
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施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
改
正
附
則
）

当
該
額
と
す
る
。）
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
法
第
百
六
十
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
年
額
（
法
第
百
六
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
標
準
報
酬
年
額
と
み
な
さ
れ
る
額
を
含

む
。）
と
み
な
し
、
法
第
十
一
章
又
は
施
行
法
第
十
三
章
の
規
定

を
適
用
し
て
算
定
し
た
額
に
改
定
す
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
額
を
改
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
改

定
後
の
年
金
額
が
従
前
の
年
金
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
従
前
の

年
金
額
を
も
っ
て
改
定
年
金
額
と
す
る
。

（
平
二
〇
政
二
五
四
・
一
部
改
正
）

〔
関
係
条
文
〕
施
行
規
則
五
の
一
八
（
沖
縄
の
立
法
院
議
員
で
あ
つ
た
者
等

の
標
準
報
酬
月
額
）

附　

則　
（
平
成
二
年
一
一
月
一
五
日
政
令
第
三
三
一
号
）

1　

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2　

改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」

と
い
う
。）
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
年
十
一
月
三

十
日
以
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
退
職
年
金
に
つ
い
て
も
、
同
年

十
二
月
分
以
後
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定

を
適
用
し
て
算
定
し
た
退
職
年
金
の
年
額
が
、
改
正
前
の
地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し

た
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
べ
き
退
職
年
金
の
年
額
よ
り
少
な

い
と
き
は
、
そ
の
額
を
も
っ
て
、
新
令
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定

の
適
用
後
の
退
職
年
金
の
年
額
と
す
る
。

附　

則　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
四
七
号
）

1　

こ
の
政
令
は
、平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

2　

改
正
後
の
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
七
年
六
月
一
日

以
後
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
退
職
年
金
及
び
同
日
前
に
給
付
事
由

が
生
じ
た
退
職
年
金
で
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

附　

則　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
〇
日
政
令
第
三
五
五
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
四
号
）　

抄

1　

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）

か
ら
施
行
す
る
。（
た
だ
し
書
略
）

附　

則　
（
平
成
一
四
年
三
月
一
三
日
政
令
第
四
三
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
平
成
一
五
年
一
月
二
九
日
政
令
第
一
七
号
）　

抄

（
平
一
八
政
三
七
五
・
改
正
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
改
正
附
則
）

（
地
方
議
会
議
員
の
退
職
年
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
施
行
日
前
の
重

複
期
間
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
と
同
条

第
二
号
に
規
定
す
る
施
行
日
後
の
重
複
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間

（
当
該
合
算
し
た
期
間
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
た
期
間
）
か
ら
同
号
に
規
定
す
る
施
行
日
後
の
重

複
期
間
（
当
該
期
間
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
た
期
間
）
を
除
い
た
期
間
を
も
っ
て
同
条
第
一
号
に

規
定
す
る
施
行
日
前
の
重
複
期
間
と
し
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す

る
施
行
日
後
の
重
複
期
間
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
期
間
を
も
っ
て
同
号
に
規
定
す
る
施
行
日
後

の
重
複
期
間
と
す
る
。 

（
平
一
八
政
三
七
五
・
一
部
改
正
）

附　

則　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
六
日
政
令
第
三
一
四
号
）

　

こ
の
政
令
は
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
八
日
政
令
第
三
七
五
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
七
十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
二
条
を
加

え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
退
職
年
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。）
第
六
十
九
条
第

三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
給
付
事
由
が
生
じ
る

退
職
年
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２　

新
令
附
則
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
給
付
事
由
が
生
じ
る
年
金
で
あ
る
共
済
給
付
金
（
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
五
十
八

条
に
規
定
す
る
共
済
給
付
金
を
い
う
。）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
重
複
期
間
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
条　

在
職
期
間
（
三
十
年
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）
の
う
ち

重
複
期
間
で
な
い
期
間
が
三
十
年
を
下
回
る
地
方
議
会
議
員
の
退

職
年
金
の
額
に
つ
い
て
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十
七
号
。
附
則
第
六
条

第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て「
平
成
十
四
年
改
正
法
」と
い
う
。）

附
則
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
施

行
日
前
の
重
複
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
在
職
期
間
の
う
ち
重
複
期

間
で
な
い
期
間
を
三
十
年
か
ら
控
除
し
た
期
間
（
次
号
に
お
い
て

「
み
な
し
重
複
期
間
」
と
い
う
。）
に
重
複
期
間
に
対
す
る
施
行
日

前
の
重
複
期
間
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
期
間
」
と
、「
在
職
期
間
」

と
あ
る
の
は
「
三
十
年
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
施
行
日
以
後
の
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重
複
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
み
な
し
重
複
期
間
に
重
複
期
間
に
対

す
る
施
行
日
以
後
の
重
複
期
間
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
期
間
」と
、

「
在
職
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
年
」
と
す
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
け
る
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
十
七
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
附
則
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
五
条
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」と
、

「
、
同
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
附
則
第
五
条
第
一
号
」

と
す
る
。

（
退
職
一
時
金
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
五
条　

施
行
日
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
退
職
一
時
金
を
受
け
た

者
に
対
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
三
号
。
次
条
に
お
い
て
「
平
成
十

八
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
地
方
議
会
議
員
で
あ
っ
た
期
間
」
と
あ

る
の
は
、「
地
方
議
会
議
員
で
あ
っ
た
期
間
（
退
職
一
時
金
に
あ
っ

て
は
、
施
行
日
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
退
職
一
時
金
の
基
礎
と

な
っ
た
期
間
を
除
く
。）」
と
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
退
職
年
金
の
最
低
保
障
額
）

第
六
条　

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
退
職
年
金
及
び
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
地
方
議
会
議
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一　

 　

平
成
十
五
年

四
月
一
日
前
に

給
付
事
由
が
生

じ
た
退
職
年
金

都
道
府
県
の
議
会
の

議
員

百
六
十
万
円

市
（
特
別
区
を
含
む

。）の
議
会
の
議
員

六
十
万
円

町
村
の
議
会
の
議
員

四
十
万
円

二　

 　

平
成
十
五
年

四
月
一
日
以
後

施
行
日
前
に
給

付
事
由
が
生
じ

た
退
職
年
金

都
道
府
県
の
議
会
の

議
員

百
四
十
四
万
円

市
（
特
別
区
を
含
む

。）の
議
会
の
議
員

五
十
四
万
円

町
村
の
議
会
の
議
員

三
十
六
万
円

２　

平
成
十
五
年
四
月
一
日
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
退
職
年
金
の

う
ち
平
成
十
九
年
四
月
分
以
後
の
月
分
の
退
職
年
金
に
つ
い
て
平

成
十
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
六
十
一
条
の
規
定
を

適
用
し
て
算
定
し
た
退
職
年
金
の
額
が
、
前
項
の
表
の
一
の
項
の

中
欄
に
掲
げ
る
地
方
議
会
議
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
平
成
十
八
年
改
正
法

附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
退
職
年
金
の
額
と
す
る
。
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３　

平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
施
行
日
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た

退
職
年
金
の
う
ち
平
成
十
九
年
四
月
分
以
後
の
月
分
の
退
職
年
金

に
つ
い
て
平
成
十
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
四
年
改

正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

平
成
十
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
六
十
一
条
の
規
定

を
適
用
し
て
算
定
し
た
退
職
年
金
の
額
が
、
第
一
項
の
表
の
二
の

項
の
中
欄
に
掲
げ
る
地
方
議
会
議
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
平
成
十
八
年
改

正
法
附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
退
職
年
金
の
額
と
す
る
。

附　

則　
（
平
成
二
〇
年
八
月
二
〇
日
政
令
第
二
五
四
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
九
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
七
日
政
令
第
一
五
一
号
）　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
額
所
得
に
よ
る
旧
退
職
年
金
等
の
支
給
停
止
に
お
け
る
期
間

の
区
分
）

第
二
条　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
旧
退
職
年
金
（
改
正
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
旧
退
職
年
金

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
支
給
の
停
止
は
、
各
年
の
六
月
（
平

成
二
十
三
年
に
あ
っ
て
は
、
九
月
）
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
の
期
間

分
の
旧
退
職
年
金
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
三
年
一

月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
旧
退
職
年
金
を
受

け
る
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
同
年
九
月
か
ら
平
成
二

十
四
年
五
月
ま
で
の
期
間
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
例

退
職
年
金
（
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
退

職
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
支
給
の
停
止
は
、
各
年
の
六

月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
の
期
間
分
の
特
例
退
職
年
金
に
つ
い
て
行

う
。
た
だ
し
、
特
例
退
職
年
金
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月

の
翌
月
か
ら
当
該
事
由
が
生
じ
た
月
の
属
す
る
年
の
翌
年
五
月
ま

で
の
期
間
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
）

第
三
条　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。）
第

七
十
一
条
の
二
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
及
び
附
則
第
三
十
九
条
の

規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

009-地共政令.indd   156009-地共政令.indd   156 2012/05/28   16:46:402012/05/28   16:46:40



157

施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
改
正
附
則
）

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
百
六
十
七
条
の
二
、
第
百
七
十
条
の

二
及
び
附
則
第
三
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

旧
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
旧
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
二
第

一
項
各
号
列
記
以
外

の
部
分

市
議
会
議
員
共
済
会

地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
五

十
六
号
）
附
則
第
二

十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同

法
に
よ
る
改
正
前
の

法
第
百
五
十
一
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
市
議
会
議
員
存

続
共
済
会
（
以
下
「

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
」
と
い
う
。）

町
村
議
会
議
員
共
済

会

同
項
第
三
号
に
規
定

す
る
町
村
議
会
議
員

存
続
共
済
会
（
以
下

「
町
村
議
会
議
員
存

続
共
済
会
」
と
い
う

。）

第
七
十
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号

市
議
会
議
員
共
済
会

の
積
立
金

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
の
積
立
金

市
議
会
議
員
共
済
会

の
基
準
積
立
金
額

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
の
決
算
の
状
況

を
勘
案
し
そ
の
額
を

確
保
し
な
け
れ
ば
当

該
事
業
年
度
の
市
議

会
議
員
存
続
共
済
会

の
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則

第
二
条
に
規
定
す
る

旧
退
職
年
金
、
同
法

附
則
第
五
条
に
規
定

す
る
旧
退
職
一
時
金

、
同
法
附
則
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る

代
替
退
職
一
時
金
、

同
法
附
則
第
八
条
に

規
定
す
る
旧
公
務
傷

病
年
金
、
同
法
附
則

第
九
条
に
規
定
す
る

旧
遺
族
年
金
及
び
同

法
附
則
第
十
条
に
規

定
す
る
旧
遺
族
一
時

金
（
以
下
「
旧
共
済

給
付
金
」
と
い
う
。）

並
び
に
同
法
附
則
第
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十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
退
職
年

金
、
同
法
附
則
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
例
退
職
一
時

金
、
同
法
附
則
第
十

七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
例
公
務
傷
病

年
金
、
同
法
附
則
第

十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
遺
族
年

金
及
び
同
法
附
則
第

十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
遺
族
一

時
金
（
以
下
「
特
例

共
済
給
付
金
」
と
い

う
。）の
支
給
に
支
障

が
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
額
と
し
て
総
務

大
臣
が
定
め
る
額
（

以
下
「
市
議
会
議
員

存
続
共
済
会
の
基
準

積
立
金
額
」
と
い
う

。）

第
七
十
一
条
の
二
第

一
項
第
二
号

町
村
議
会
議
員
共
済

会
の
積
立
金

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
の
積
立
金

町
村
議
会
議
員
共
済

会
の
基
準
積
立
金
額

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
の
決
算
の
状

況
を
勘
案
し
そ
の
額

を
確
保
し
な
け
れ
ば

当
該
事
業
年
度
の
町

村
議
会
議
員
存
続
共

済
会
の
旧
共
済
給
付

金
及
び
特
例
共
済
給

付
金
の
支
給
に
支
障

が
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
額
と
し
て
総
務

大
臣
が
定
め
る
額
（

以
下
「
町
村
議
会
議

員
存
続
共
済
会
の
基

準
積
立
金
額
」
と
い

う
。）

第
七
十
一
条
の
二
第

二
項

町
村
議
会
議
員
共
済

会
の
基
準
積
立
金
額

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
の
基
準
積
立

金
額

町
村
議
会
議
員
共
済

会
の
積
立
金

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
の
積
立
金

第
七
十
一
条
の
二
第

三
項
各
号
列
記
以
外

の
部
分

町
村
議
会
議
員
共
済

会

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会

市
議
会
議
員
共
済
会

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会

第
七
十
一
条
の
二
第

三
項
第
一
号

町
村
議
会
議
員
共
済

会
の
積
立
金

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
の
積
立
金

町
村
議
会
議
員
共
済

会
の
基
準
積
立
金
額

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
の
基
準
積
立

金
額

第
七
十
一
条
の
二
第

三
項
第
二
号
及
び
第

四
項

市
議
会
議
員
共
済
会

の
積
立
金

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
の
積
立
金

市
議
会
議
員
共
済
会

の
基
準
積
立
金
額

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
の
基
準
積
立
金

額
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159

施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
改
正
附
則
）

第
七
十
一
条
の
三
第

一
項

市
議
会
議
員
共
済
会

が
第
七
十
一
条
第
一

項
及
び
第
二
項
又
は

前
条
第
一
項

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
が
前
条
第
一
項

収
支
均
衡
拠
出
金
又

は
支
給
安
定
化
拠
出

金

支
給
安
定
化
拠
出
金

こ
れ
ら
の
拠
出
金

当
該
支
給
安
定
化
拠

出
金

市
議
会
議
員
共
済
会

の
積
立
金

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
の
積
立
金

市
議
会
議
員
共
済
会

の
基
準
積
立
金
額

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
の
基
準
積
立
金

額

市
議
会
議
員
共
済
会

は

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
は

当
該
収
支
均
衡
拠
出

金
の
額
又
は
当
該
支

給
安
定
化
拠
出
金
の

額
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
収
支
均
衡
拠

出
金
と
支
給
安
定
化

拠
出
金
を
と
も
に
拠

出
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
収
支
均
衡
拠
出

金
の
額
と
当
該
支
給

安
定
化
拠
出
金
の
額

と
の
合
計
額
）

当
該
支
給
安
定
化
拠

出
金
の
額

町
村
議
会
議
員
共
済

会

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会

第
七
十
一
条
の
三
第

二
項

町
村
議
会
議
員
共
済

会
が
第
七
十
一
条
第

三
項
及
び
第
四
項
又

は
前
条
第
三
項

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
が
前
条
第
三

項

収
支
均
衡
拠
出
金
又

は
支
給
安
定
化
拠
出

金

支
給
安
定
化
拠
出
金

こ
れ
ら
の
拠
出
金

当
該
支
給
安
定
化
拠

出
金

町
村
議
会
議
員
共
済

会
の
積
立
金

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
の
積
立
金

町
村
議
会
議
員
共
済

会
の
基
準
積
立
金
額

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
の
基
準
積
立

金
額

町
村
議
会
議
員
共
済

会
は

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会
は

当
該
収
支
均
衡
拠
出

金
の
額
又
は
当
該
支

給
安
定
化
拠
出
金
の

額
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
収
支
均
衡
拠

出
金
と
支
給
安
定
化

拠
出
金
を
と
も
に
拠

出
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
収
支
均
衡
拠
出

金
の
額
と
当
該
支
給

安
定
化
拠
出
金
の
額

と
の
合
計
額
）

当
該
支
給
安
定
化
拠

出
金
の
額

市
議
会
議
員
共
済
会

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会
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160

施
行
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
改
正
附
則
）

第
七
十
二
条
第
一
号

地
方
議
会
議
員
共
済

会
（
以
下
「
共
済
会

」

地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第

二
十
三
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
存

続
共
済
会
（
以
下
「

存
続
共
済
会
」

第
七
十
二
条
第
二
号

地
方
議
会
議
員

地
方
議
会
議
員
（
平

成
二
十
三
年
六
月
一

日
前
に
地
方
議
会
議

員
で
あ
つ
た
期
間
を

有
す
る
者
に
限
る
。）

共
済
会

存
続
共
済
会

第
七
十
二
条
第
三
号

総
額
並
び
に
掛
金
及

び
特
別
掛
金

総
額

共
済
会

存
続
共
済
会

第
七
十
二
条
第
四
号

共
済
会

存
続
共
済
会

第
七
十
二
条
第
五
号

含
む

含
み
、
平
成
二
十
三

年
六
月
一
日
前
に
地

方
議
会
議
員
で
あ
つ

た
期
間
を
有
す
る
者

に
限
る

共
済
会

存
続
共
済
会

第
七
十
二
条
第
六
号

共
済
会

存
続
共
済
会

第
七
十
二
条
第
七
号

地
方
議
会
議
員

地
方
議
会
議
員
（
平

成
二
十
三
年
六
月
一

日
前
に
地
方
議
会
議

員
で
あ
つ
た
期
間
を

有
す
る
者
に
限
る
。）

附
則
第
三
十
九
条

町
村
議
会
議
員
共
済

会

町
村
議
会
議
員
存
続

共
済
会

市
議
会
議
員
共
済
会

市
議
会
議
員
存
続
共

済
会

（～170）
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